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処分基準
未設定 場合
そ 理由

基準 制定根拠

未設定 法令等 規定 いて言い尽くさ てい た

参考 長野県環境影響評価条例施行規則第5条第 項及び第 項 紙 と

―

行政手続法・行政手続条例適用 不利益処分 係 処分基準

第 種事業 定

長野県環境影響評価条例第 条第 項第 号 条第 項 いて準用す 場合を含

知事 第 種事業を実施し うとす 者 当該事業 概要を記した届出を受けたと
届出 係 第 種事業 ついて 定を行い 環境影響 程度 著しい と

そ あ と認 と 環境影響評価そ 他 手続 行わ 必要 あ 旨及びそ
理由を事業者 通知す



長 県環境影響評価条例施行規則 抜粋  

                               成 10 「5 日 

                               長 県規則第 「6 号 

第 種事業 定 基準  

第 条 第 種事業 係 条例第 条第 項 条第 項及び条例第「4条第 項 い 準用 場合 含

規定 定 い 当該第 種事業 次 各号 掲 要件 い 該当 環境影

響 程度 著 い そ あ 認  

 。1) 環境 及 影響 大 い技術 工法そ 他 事業 内容 種 一般的 事業 比べ 環境影響

程度 著 い 可能性 高い  

 。「) 地域 自然的社会的状況 関 入手可能 知見 第 種事業 実施さ べ 区域又 そ 周囲

次 掲 施設 地域そ 他 対象 存在 又 存在 明 あ 断さ

当該第 種事業 内容 当該対象 特性 応 特 配慮 べ 環境 構成要素 環境要素

いう｡) 係 相当程度 環境影響 及 そ あ あ  

  ア 大気汚染物質 滞留 や い気象条件 地域 閉鎖性 高い水域そ 他 汚染物質 滞留 や

い地域 

  イ 学校 病院 住居 集合 い 地域 水道原水 水地点そ 他 人 健康 保護又 生活環境 保

全 い 配慮 特 必要 施設又 地域 

  ウ 自然度 高い植生 地域そ 他 人 活動 影響 い い若 く い

い自然環境又 生生物 要 生息地若 く 生育地 

  エ  高山帯 亜高山帯そ 他 植生 復元 困難 地域 

   ア エま 掲 一定 環境要素 係 環境影響 や い 認 対象 

。」) 第 種事業 実施さ べ 区域又 そ 周囲 次 掲 一定 環境要素 係 環境 保全 目的

法 等 指定さ た地域そ 他 対象 存在 当該第 種事業 内容 当該環境要素 係

相当程度 環境影響 及 そ あ あ  

  ア 幹線道路 沿道 整備 関 法律 昭和 55 法律第 」4 号 第 条第 項 規定 指定さ た沿

道整備道路 

  イ 水質汚濁防 法 昭和 45 法律第 1」8 号 第 条 第 項 指定地域 

  ウ 湖沼水質保全特 措置法 昭和 5重 法律第 61 号 第 条第 項 規定 指定さ た指定湖沼又

条第 項 規定 指定さ た指定地域 

  エ 長 県水環境保全条例 成 長 県条例第 1「 号 第 11 条第 項又 第 項 規定 指定さ

た水道水源保全地区 区域  

 長 県豊 水資源 保全 関 条例 成 「5 長 県条例第 11 号 第 条第 項又 第 項 規

定 指定さ た水資源保全地域 区域 

 自然公園法 昭和 」「 法律第 161 号 第 条第 号 規定 国立公園 条第 号 規定 国定

公園又 長 県立自然公園条例 昭和 」5 長 県条例第 「「 号 第 条第 号 規定 長 県立自然公

園 区域 

キ 自然環境保全法 昭和 47 法律第 85 号 第 14 条第 項 規定 指定さ た原生自然環境保全地

域 法第 「「 条第 項 規定 指定さ た自然環境保全地域又 長 県自然環境保全条例 昭和 46

長 県条例第 」5 号 第 条第 項 規定 指定さ た長 県自然環境保全地域 

ク 長 県自然環境保全条例第 15 条第 項 規定 指定さ た郷土環境保全地域 

ケ 世界 文化遺産及び自然遺産 保護 関 条約第11条 世界遺産一覧表 記載さ た文化遺産 不

動産 限 又 自然遺産 区域 

 紙 



コ 森林法 昭和 「6 法律第 「4重 号 第 「5 条第 項又 第 「5 条 第 項若 く 第 項 規定

指定さ た保安林 区域 

サ 都市緑地法 昭和 48 法律第 7「 号 第 条 規定 指定さ た緑地保全地域又 法第 1「 条第

項 規定 指定さ た特 緑地保全地区 区域 

シ 絶滅 そ あ 生動植物 種 保存 関 法律 成 法律第 75 号 第 」6 条第 項 規定

指定さ た生息地等保護区 区域 

ス 長 県希少 生動植物保護条例 成 15 長 県条例第 」「 号 第 「」 条第 項 規定 指定さ

た生息地等保護区 区域 

セ 鳥獣 保護及び管理並び 狩猟 適 化 関 法律 成 14 法律第 88 号 第 「8 条第 項 規定

指定さ た鳥獣保護区 区域 

ソ 特 水鳥 生息地 国際的 要 湿地 関 条約第 条 規定 指定さ た湿地 区

域 

 水産資源保護法 昭和 「6 法律第 」1」 号 第 15 条第 項又 第 項 規定 指定さ た保護水面

区域 

 都市計画法 昭和 4」 法律第 100 号 第 条第 項第 号 規定 指定さ た風致地区 区域 

ツ 長 県景観条例 成 長 県条例第 「「 号 第 条第 項第 号 規定 景観育成 点地域又

項第 号 規定 景観育成特定地区 

テ 文化財保護法 昭和 「5 法律第 「14 号 第 「7 条第 項 規定 指定さ た 要文化財 建造物

限 又 法第 10重 条第 項 規定 指定さ た史跡 勝若 く 天然記念物 標本及び動物

又 植物 種 単位 指定さ い 場合 当該種 個体 除く  

ト 文化財保護条例 昭和 50 長 県条例第 44 号 第 条第 項 規定 指定さ た長 県宝 建造

物 限 又 条例第 」0 条第 項 規定 指定さ た長 県史跡 長 県 勝若 く 長 県天

然記念物 標本及び動物又 植物 種 単位 指定さ い 場合 当該種 個体 除く  

ナ ア トま 掲 一定 環境要素 係 環境 保全 目的 法 等 指定さ

た地域そ 他 対象 あ 認  

。4) 地域 自然的社会的状況 関 入手可能 知見 第 種事業 実施さ べ 区域又 そ 周囲

次 掲 地域 存在 断さ 当該第 種事業 内容 当該地域 特性 応 特 配慮

べ 環境要素 係 相当程度 環境影響 及 そ あ あ  

  ア 環境基本法 成 法律第重1号 第 16条第 項 規定 環境 条件 い 基準 あ

大気 汚染。光化学 キシ ント 関 除く｡)､水質 汚濁 大腸菌群数 関 除く

又 騒音 係 確保さ い い地域 

  イ 騒音規制法 昭和 4」 法律第 重8 号 第 17 条第 項 限度 超え い 地域 

  ウ 振動規制法 昭和 51 法律第 64 号 第 16 条第 項 限度 超え い 地域 

  エ 相当範囲 わた 地盤 発生 い 地域 

   ア エま 掲 一定 環境要素 係 環境 既 著 く悪化 又 著 く悪化

そ あ 認 地域 

 第 種事業 前項各号 掲 要件 い 該当 い場合 い 当該第 種事業 他 密接 関

連 種 事業 一体的 行わ 当該第 種事業及び当該 種 事業 総体 表第 第

種事業 要件 欄 掲 要件 該当 第 種事業 相当 規模 又 前項第

号 第 号ま 掲 要件 い 該当 前項 規定 わ 当該第

種事業 環境影響 程度 著 い そ あ 認  

 


